
世 田 谷 区 公 報世 田 谷 区 公 報

令和３年12月20日 （第729号）

目 次

規 則

○世田谷区組織規則の一部を改正す

る規則（130） ２

○世田谷区災害対策本部条例施行規

則の一部を改正する規則（131） ２

○世田谷区国民保護対策本部及び緊

急対処事態対策本部条例施行規則

の一部を改正する規則（132） ２

○世田谷区国民健康保険条例の一部

を改正する条例附則第２項の規則

で定める日を定める規則の一部を

改正する規則（133） ２

○世田谷区立ミニＳＬ条例施行規則

の一部を改正する規則（134） ３

○世田谷区会計事務規則の一部を改

正する規則（135） ３

告 示

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（810） ３

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の区域変更

及び供用開始の告示（811） ３

○児童福祉法に基づく指定小児慢性

特定疾病医療機関の指定の告示

（812） ３

○児童福祉法に基づく指定小児慢性

特定疾病医療機関の指定の更新の

告示（813） ３

○児童福祉法に基づく指定小児慢性

特定疾病医療機関の指定事項の変

更の告示（814） ３

○児童福祉法に基づく指定小児慢性

特定疾病医療機関の指定の辞退の

告示（815） ３

○子ども・子育て支援法に基づく教

育・保育施設の確認の告示（816） ３

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（817） ３

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（818） ３

○行旅病人及行旅死亡人取扱法に基

づく行旅死亡人の告示（819） ３

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（820） ４

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更の告示（821） ４

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（822） ４

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（823） ４

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（824） ４

○道路法に基づく特別区道路線の供

用開始の告示（825） ４

○世田谷区みどりの基本条例に基づ

く保存樹木等の指定解除の告示

（826） ４

○介護保険法に基づく指定地域密着

型サービス事業者の指定の告示

（827） ４

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の区域変更

及び供用開始の告示（828） ４

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（829） ４

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の区域変更

及び供用開始の告示（830） ５

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（831） ５

○建築基準法に基づく道路位置指定

の告示（832） ５

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（833） ５

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（834） ５

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更の告示（835） ５

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（836） ５

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の区域変更

及び供用開始の告示（837） ５

○都市計画法に基づく都市計画変更

及び関係図書縦覧の告示（838） ５

○住民基本台帳法に基づく住民票の

記載の取消し及び住民票の写しの

無効の告示（839） ６

○介護保険法に基づく指定居宅介護

支援事業の廃止の届出の告示（840） ６

○世田谷区みどりの基本条例に基づ

く保存樹木等の指定解除の告示

（841） ６

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（842） ６

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（843） ６

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（844） ６

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（845） ６

○世田谷区契約事務規則に基づく契

約担当者委任解除の告示（846） ６

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の区域変更

及び供用開始の告示（847） ６

○令和３年第４回世田谷区議会定例

会招集の告示（848） ７

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（849） ７

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（850） ７

○世田谷区みどりの基本条例に基づ

く保存樹木等の指定解除の告示

（851） ７

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（852） ７

○子ども・子育て支援法に基づく子

ども・子育て支援施設等の確認及

び確認の辞退の告示（853） ７

○道路法に基づく特別区道路線の供

用開始の告示（854） ７

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（855） ７

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更の告示（856） ７

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（857） ７

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（858） ７

○介護保険法に基づく指定地域密着

型サービス事業者の指定の告示

（859） ８

○都市計画法に基づく都市計画変更

及び関係図書縦覧の告示（860） ８

○地方自治法に基づく指定代理納付

者の指定の告示（861） ８

○地方自治法に基づく指定代理納付

者の指定の告示（862） ８

○地方自治法施行令に基づく寄附金

の収納事務委託の告示（863） ８

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（864） ８

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理水路の廃止の告示

（865） ８

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の指定の告

示（866） ８

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（867） ８

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の一部廃止

の告示（868） ８

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の指定の告

示（869） ９

○車両制限令に基づく自動車の交通

量が極めて少ないと認める特別区

道指定の告示（870） ９

○道路法に基づく特別区道路線の供

用開始の告示（871） ９

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（872） ９

○世田谷区立経堂南地区会館の供用

中止の告示（873） ９

公 告

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（105） ９

○都市計画法に基づく都市計画事業

の事業計画の変更図書の写しの送

付に伴う関係図書縦覧の公告（106） ９

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（107） ９

○建築基準法に基づく公聴会開催の

公告（108） ９

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（109） ９

○生産緑地法に基づく特定生産緑地

の指定及び指定解除の公告（110） 10

○屋外広告物法に基づく屋外広告物

等の保管の公告（111） 10

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（112） 10

○都市計画法に基づく都市計画決定

案縦覧の公告（113） 10

○都市計画法に基づく都市計画変更

案縦覧の公告（114） 10

○都市計画法に基づく都市計画変更

案縦覧の公告（115） 10

……………………………

………

…………

……………………

…………

………………………

……

……………

……………………………………

………………………………

…………………………

………………………………

……

……

……

…………

……

……………………

……

……

……

……………………

……………………………………

……………………………………

……………

……

……………

……

……………………………

……

……

……………………

……

……………

………

………………………

…

……………………………………

……

……

……

……

………

……………

……………………

……

……

……………………………………

……

……………

……………………

……

……………………

……

……

……………………………………

………

…………………

…………………

…………

……

……………………………………

…………………………………

……

……………………………

…………………………………

……………………

……………………

……

………………………

……………

…

……………

………………………………

……………

……

…………………

……………

……………………

……………………

……………………

令和３年12月20日 （第729号）

― 1―

世田谷区公報



世 田 谷 区 公 報
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区計画の変更原案の縦覧の公告
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区計画の変更原案の縦覧の公告
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区計画の変更原案の縦覧の公告

（129） 13
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区計画の変更原案の縦覧の公告
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規 則（教）

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一

部を改正する規則（11） 13

○幼稚園教育職員の給与に関する条

例施行規則の一部を改正する規則

（12） 14

○幼稚園教育職員の住居手当に関す

る規則の一部を改正する規則（13） 14

告 示（農）

○農業委員会等に関する法律に基づ

く農業委員会総会の開催の告示

（11） 14

規 則

次に掲げる規則を公布する。

令和３年11月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第130号

世田谷区組織規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第131号

世田谷区災害対策本部条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区規則第132号

世田谷区国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例施行規則の一部を改正

する規則

世田谷区規則第133号

世田谷区国民健康保険条例の一部を改正

する条例附則第２項の規則で定める日を

定める規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第134号

世田谷区立ミニＳＬ条例施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区規則第135号

世田谷区会計事務規則の一部を改正する

規則

世田谷区組織規則の一部を改正する

規則

世田谷区組織規則（平成３年３月世田谷

区規則第７号）の一部を次のように改正す

る。

第10条中「スポーツ推進部にオリンピッ

ク・パラリンピック担当課」を「保健福祉

政策部に臨時特別給付担当課」に改める。

第11条第１項の表スポーツ推進部の項中

「オリンピック・パラリンピック担当課」

を「スポーツ施設課」に改め、同表保健福

「保険
祉政策部の項中「保険料収納課」を

臨時

料収納課
に改める。

特別給付担当課」

第19条の３の見出し及び同条の表以外の

部分中「各課等」を「各課」に改め、同表

スポーツ推進課の部スポーツ・障害者スポー

ツ推進担当係長の項中「スポーツ・障害者

スポーツ推進担当係長」を「スポーツ・パ

ラスポーツ担当係長」に改め、同項第９号

中「障害者スポーツ」を「パラスポーツ」

に改め、同項第11号から第13号までを次の

ように改める。

オリンピック及びパラリンピッ

クのレガシーに関すること。

オリンピック及びパラリンピッ

クに係る外部機関等との連絡調整

に関すること。

アメリカオリンピック・パラリ

ンピック委員会との連絡調整に関

すること。

第19条の３の表スポーツ推進課の部スポー

ツ・障害者スポーツ推進担当係長の項中第

14号から第17号までを削り、第18号を第14

号とし、同項第19号中「オリンピック・パ

ラリンピック担当課」を「スポーツ施設課」

に改め、同号を同項第15号とし、同表オリ

ンピック・パラリンピック担当課の部を次

のように改める。

スポーツ施設課

スポーツ施設担当係長

スポーツ及びレクリエーション

施設の整備及び運用に係る総合的

な調整に関すること。

スポーツ及びレクリエーション

施設の整備計画に関すること。

総合運動場に関すること。

大蔵第二運動場に関すること。

千歳温水プールに関すること。

地域体育館及び地区体育室に関

すること。

スポーツに関する民間契約施設

及び学校施設（区立学校施設を除

く。）の区民利用に関すること。

第22条の見出し及び同条の表以外の部分

中「各課」を「各課等」に改め、同表保健

福祉政策課の部調整係の項第11号中「他の

課」を「他の課等」に改め、同表に次のよ

うに加える。

臨時特別給付担当課

臨時特別給付担当係長

臨時特別給付金等の給付に関す

ること。

附 則

この規則は、令和３年12月１日から施行

する。

世田谷区災害対策本部条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区災害対策本部条例施行規則（昭

和38年12月世田谷区規則第19号）の一部を

次のように改正する。

「オリン
別表第１災対区民支援部の項中

当課

ピック・パラリンピック担
を「スポーツ

」

施設課」に改め、同表災対保健福祉部の項

「保険料収納課
中「保険料収納課」を

臨時特別給付担当

に改める。
課」

附 則

この規則は、令和３年12月１日から施行

する。

世田谷区国民保護対策本部及び緊急

対処事態対策本部条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例施行規則（平成19年３月

世田谷区規則第51号）の一部を次のように

改正する。

別表第１国民保護対策区民支援部の項中

「オリンピック・パラリンピック担
を「

当課 」

スポーツ施設課」に改め、同表国民保護対

「
策保健福祉部の項中「保険料収納課」を

保険料収納課
に改める。

臨時特別給付担当課」

附 則

この規則は、令和３年12月１日から施行

する。

世田谷区国民健康保険条例の一部を

改正する条例附則第２項の規則で定

める日を定める規則の一部を改正す

る規則
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世田谷区国民健康保険条例の一部を改正

する条例附則第２項の規則で定める日を定

める規則（令和２年11月世田谷区規則第120

号）の一部を次のように改正する。

本則中「令和３年12月31日」を「令和４

年３月31日」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区立ミニＳＬ条例施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区立ミニＳＬ条例施行規則（昭和

57年３月世田谷区規則第28号）の一部を次

のように改正する。

第５条第１項中「の場合」を「に規定す

る場合」に改め、「、第３項のミニＳＬ利

用承認書の交付に代えて」を削り、「。以

下」を「）その他区長が別に定める乗車券

（以下」に改め、同条第２項に次のただし

書を加える。

ただし、区長が必要があると認めたと

きは、この限りでない。

第５条第３項中「の場合」を「に規定す

る場合」に改める。

第７条に次のただし書を加える。

ただし、区長が必要があると認めたと

きは、この限りでない。

附 則

この規則は、令和３年12月１日から施行

する。

世田谷区会計事務規則の一部を改正

する規則

世田谷区会計事務規則（昭和40年３月世

田谷区規則第９号）の一部を次のように改

正する。

別表スポーツ推進部スポーツ推進課スポー

ツ・障害者スポーツ推進担当係長（スポー

ツ推進課長が指定する者）の項中「スポー

ツ・障害者スポーツ推進担当係長」を「ス

ポーツ・パラスポーツ担当係長」に改める。

附 則

この規則は、令和３年12月１日から施行

する。

告 示

◎世田谷区告示第810号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区羽根木一丁目1680番16の

内から1680番３の内まで

３ 変更の区域

延 長 10.77メートル

幅 員 0.41メートルから

0.44メートルまで

面 積 4.73平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月１日

◎世田谷区告示第811号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月１日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

21－Ｄ297－10

２ 変更の区間

世田谷区羽根木一丁目1680番３の

内

３ 変更の区域

延 長 25.54メートル

幅 員 0.53メートルから

0.63メートルまで

面 積 15.14平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月１日

◎世田谷区告示第812号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の９第１項及び第59条の４第１項の規

定により指定小児慢性特定疾病医療機関を

指定したので、同法第19条の19第１号及び

第59条の４第１項の規定により別紙のとお

り告示する。

令和３年11月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第813号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の10第１項及び第59条の４第１項の規

定による指定小児慢性特定疾病医療機関の

指定の更新をしたので、同法第19条の19第

１号及び第59条の４第１項の規定により別

紙のとおり告示する。

令和３年11月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第814号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の14及び第59条の４第１項の規定によ

る指定事項の変更の届出があったので、同

法第19条の19第２号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和３年11月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第815号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の15の規定による指定小児慢性特定疾

病医療機関の指定の辞退があったので、同

法第19条の19第３号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和３年11月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第816号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第27条第１項の規定による教育・保

育施設の確認をしたので、同法第41条の規

定に基づき、別紙のとおり告示する。

令和３年11月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第817号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月２日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代田六丁目987番１の内

３ 変更の区域

延 長 16.37メートル

幅 員 0.06メートルから

0.10メートルまで

面 積 1.51平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月２日

◎世田谷区告示第818号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月２日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区給田一丁目784番９の内

３ 変更の区域

延 長 5.30メートル

幅 員 0.00メートルから

0.02メートルまで

面 積 0.07平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月２日

◎世田谷区告示第819号

行旅死亡人があったので、行旅病人及行

旅死亡人取扱法（明治32年法律第93号）第

９条の規定により、次のとおり告示する。

令和３年11月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

本籍・住所不詳、氏名不詳、年齢40歳代

から60歳代位の男性、身長165センチ、中

肉、頭髪前頭部がはげ上がる、着衣はベー

ジュ色ジャンパー、茶色ジャンパー、黒色

トレーナー、黒色Ｔシャツ、黒色ズボン、

黒色パンツ、黒色靴下、黒色運動靴、所持

品はたばこ７本、ライター。
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上記の者は、平成31年１月31日、東京都

世田谷区野毛２丁目多摩川河川敷下野毛排

水樋管前橋で発見された。死因は縊死、死

亡日時は同日午前４時頃と推定される。身

元不明のため、遺体は火葬し、遺骨は保管

してあります。心当たりのある方は、世田

谷区保健福祉政策部生活福祉課まで申し出

てください。

◎世田谷区告示第820号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月４日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区奥沢二丁目498番５の内

から498番１の内まで

３ 変更の区域

延 長 24.57メートル

幅 員 0.43メートルから

0.44メートルまで

面 積 10.71平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月４日

◎世田谷区告示第821号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき､特別区道路線の区

域を次のように変更する｡

この関係図面は、令和３年11月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区南烏山一丁目116番５の

内

３ 変更の区域

延 長 1.00メートル

幅 員 0.62メートル

面 積 0.62平方メートル

◎世田谷区告示第822号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区南烏山一丁目116番５の

内から115番13の内まで

３ 変更の区域

延 長 15.47メートル

幅 員 0.62メートル

面 積 9.70平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月５日

◎世田谷区告示第823号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区松原二丁目591番32から

590番20まで

３ 変更の区域

延 長 10.92メートル

幅 員 0.64メートルから

0.65メートルまで

面 積 7.09平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月５日

◎世田谷区告示第824号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月８日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月８日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区瀬田五丁目166番26から

166番12まで

３ 変更の区域

延 長 0.92メートル

幅 員 0.72メートル

面 積 0.66平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月８日

◎世田谷区告示第825号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月８日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月８日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

８－７

２ 供用開始の区間

世田谷区給田四丁目158番26から

158番27まで

３ 供用開始の区域

延 長 13.11メートル

幅 員 0.49メートルから

0.50メートルまで

面 積 6.69平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月８日

◎世田谷区告示第826号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和３年11月８日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第827号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和３年11月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 デイプラス狛江の

いずみあざれあ

２ 事業所の所在地 東京都狛江市中和

泉一丁目９番５号

３ 事業者の名称 セントラル・エン

タープライズ株式

会社

４ 指定年月日 令和３年10月21日

５ サービスの種類 認知症対応型通所

介護

◎世田谷区告示第828号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月９日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

22－Ｇ262

２ 変更の区間

世田谷区桜上水一丁目179番７の

内

３ 変更の区域

延 長 8.66メートル

幅 員 0.56メートルから

0.90メートルまで

面 積 6.34平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月９日

◎世田谷区告示第829号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月９日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間
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世田谷区梅丘二丁目1363番２の内

から1363番32の内まで

３ 変更の区域

延 長 14.06メートル

幅 員 0.07メートルから

0.17メートルまで

面 積 1.68平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月９日

◎世田谷区告示第830号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月９日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

31－Ｄ032－05

２ 変更の区間

世田谷区駒沢二丁目966番21

３ 変更の区域

延 長 6.69メートル

幅 員 0.83メートルから

0.88メートルまで

面 積 5.69平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月９日

◎世田谷区告示第831号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月10日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区駒沢四丁目138番35の内

３ 変更の区域

延 長 13.88メートル

幅 員 0.14メートルから

0.15メートルまで

面 積 2.05平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月10日

◎世田谷区告示第832号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和３年11月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第2884号

２ 指定年月日 令和３年11月11日

３ 指定の位置 世田谷区喜多見七丁目

3129番４、７、12、15、

16、17、18、19

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 31.55メートル

６ 申請者氏名 株式会社和光建設工業

代表取締役 矢野 均

◎世田谷区告示第833号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区三宿二丁目390番５の内

から391番25の内まで

３ 変更の区域

延 長 15.01メートル

幅 員 0.16メートルから

0.17メートルまで

面 積 2.60平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月12日

◎世田谷区告示第834号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区若林一丁目50番７の内か

ら50番３の内まで

３ 変更の区域

延 長 8.78メートル

幅 員 0.50メートルから

0.65メートルまで

面 積 5.11平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月12日

◎世田谷区告示第835号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和３年11月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区若林一丁目50番３の内

３ 変更の区域

延 長 0.10メートル

幅 員 0.65メートル

面 積 0.06平方メートル

◎世田谷区告示第836号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区駒沢三丁目９番35の内

３ 変更の区域

延 長 10.34メートル

幅 員 0.97メートルから

0.98メートルまで

面 積 10.10平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月12日

◎世田谷区告示第837号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

31－Ｄ138－04

２ 変更の区間

世田谷区駒沢三丁目９番38から９

番35の内まで

３ 変更の区域

延 長 7.11メートル

幅 員 0.61メートルから

0.64メートルまで

面 積 4.45平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月12日

◎世田谷区告示第838号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したの

で、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により、次のとおり

告示し、同条第２項の規定により、当該都

市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和３年11月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画生産緑地地区

２ 都市計画を定める土地の区域

削除する部分

世田谷区等々力八丁目、上野毛

四丁目、深沢四丁目、祖師谷六丁

目、宇奈根二丁目、宇奈根三丁目

及び喜多見三丁目各地内

追加する部分

世田谷区桜二丁目、等々力四丁

目、千歳台二丁目、船橋四丁目、

令和３年12月20日 （第729号）
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喜多見三丁目、宇奈根二丁目、上

北沢一丁目、八幡山一丁目、上祖

師谷三丁目、粕谷二丁目、北烏山

五丁目、宇奈根二丁目、宇奈根三

丁目、喜多見三丁目及び喜多見五

丁目各地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区告示第839号

令和３年６月25日になされた住民基本台

帳法（昭和42年法律第81号）第22条の規定

に基づく転入届は、事実に基づかない届出

であることが判明したため、この届出によ

る住民票の記載を取り消す。

なお、これに基づく次の住民票の写しは、

これを無効とする。

令和３年11月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

住民票の写し

１ 住所及び氏名

住所 東京都世田谷区松原一丁

目11番８－107号

氏名 小田野 正義

２ 交付年月日

令和３年６月25日

令和３年10月５日

◎世田谷区告示第840号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

82条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和３年11月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ケアパートナー

奥沢居宅介護支

援事業所

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

奥沢三丁目30番

８号メーゾン春

木１階

３ 事業者の名称 有限会社ケアパ

ートナー

４ 廃止届受理年月日 令和３年10月25

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第841号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和３年11月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第842号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区経堂三丁目423番70から

423番66まで

３ 変更の区域

延 長 12.05メートル

幅 員 0.15メートルから

0.17メートルまで

面 積 1.94平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月16日

◎世田谷区告示第843号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上馬一丁目521番７から

521番３の内まで

３ 変更の区域

延 長 4.95メートル

幅 員 0.63メートル

面 積 3.13平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月16日

◎世田谷区告示第844号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

34－12

２ 変更の区間

世田谷区野沢四丁目231番24の内

３ 変更の区域

延 長 7.23メートル

幅 員 0.07メートルから

0.18メートルまで

面 積 0.90平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月16日

◎世田谷区告示第845号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

58－１

２ 変更の区間

世田谷区八幡山二丁目70番３の内

３ 変更の区域

延 長 12.09メートル

幅 員 0.11メートル

面 積 1.41平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月16日

◎世田谷区告示第846号

契約担当者の委任の解除等について

世田谷区契約事務規則（昭和39年３月世

田谷区規則第４号）第３条第２項の規定に

基づき令和３年７月28日付で行った区の契

約担当者としての事務の委任を次のように

解除し、同条第１項の規定に基づき当該事

務を次のように委任した。

令和３年11月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委任を解除した契約担当者

区立代田小学校副校長

２ 委任を解除した契約事務

区立代田小学校の事務に係る次に

掲げる契約

定期刊行物及び新聞の購読

並びに例規類集の追録の契約

各学校において使用する給

食物資の供給に係る契約

前２号に掲げるもの以外の

契約で１件予定価格（長期継

続契約の場合は、当該契約の

年額）500,000円以下の契約

（不動産の買入れ及び借入れ

に係るもの、工事請負契約、

ガソリンの単価契約並びに予

定価格180,000,000円以上と

なることが見込まれる工事に

係る基本構想及び設計の契約

を除く。）

３ 委任を解除した年月日

令和３年10月26日

４ 委任した契約担当者

区立代田小学校校長

◎世田谷区告示第847号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月17日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｇ087

２ 変更の区間

世田谷区代沢一丁目18番18の内

３ 変更の区域

延 長 12.64メートル

幅 員 0.40メートルから

0.43メートルまで

面 積 5.34平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月17日

令和３年12月20日 （第729号）
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◎世田谷区告示第848号

令和３年第４回世田谷区議会定例会を下

記により招集する。

令和３年11月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

記

１ 招集する年月日 令和３年11月29

日（月）午後１

時

２ 招集する場所 世田谷区議会議

場

◎世田谷区告示第849号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区奥沢三丁目258番４の内

３ 変更の区域

延 長 2.00メートル

幅 員 0.29メートルから

0.30メートルまで

面 積 0.59平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月19日

◎世田谷区告示第850号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月19日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区駒沢三丁目35番２の内

３ 変更の区域

延 長 6.76メートル

幅 員 0.20メートルから

0.28メートルまで

面 積 1.68平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月19日

◎世田谷区告示第851号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第852号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月22日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月22日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区南烏山六丁目1918番４の

内

３ 変更の区域

延 長 11.57メートル

幅 員 0.62メートル

面 積 7.33平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月22日

◎世田谷区告示第853号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認及び同法第58

条の６第１項の規定による子ども・子育て

支援施設等の確認の辞退について、同法第

58条の11の規定に基づき、別紙のとおり告

示する。

令和３年11月22日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第854号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 供用開始の区間

世田谷区上馬一丁目577番30

３ 供用開始の区域

延 長 14.17メートル

幅 員 0.54メートルから

0.76メートルまで

面 積 9.67平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月24日

◎世田谷区告示第855号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上馬一丁目577番31

世田谷区上馬一丁目577番22

３ 変更の区域

面 積 0.25平方メートル

延 長 26.03メートル

幅 員 0.44メートルから

0.45メートルまで

面 積 11.69平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月24日

◎世田谷区告示第856号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和３年11月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区大原一丁目1075番28の内

３ 変更の区域

延 長 10.15メートル

幅 員 0.98メートルから

1.11メートルまで

面 積 10.66平方メートル

◎世田谷区告示第857号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区松原一丁目18番８の内

３ 変更の区域

延 長 9.57メートル

幅 員 0.00メートルから

0.14メートルまで

面 積 0.68平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月24日

◎世田谷区告示第858号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月24日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区羽根木二丁目1729番64の

内

３ 変更の区域

延 長 5.79メートル

令和３年12月20日 （第729号）
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幅 員 0.41メートルから

0.84メートルまで

面 積 3.43平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月24日

◎世田谷区告示第859号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和３年11月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 チャームヘルパー

ステーション経堂

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区宮

坂三丁目６番10号

３ 事業者の名称 株式会社チャーム

・ケア・コーポレ

ーション

４ 指定年月日 令和３年12月１日

５ サービスの種類 定期巡回・随時対

応型訪問介護看護

◎世田谷区告示第860号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したの

で、同法第21条第２項において準用する同

法第20条第１項の規定により、次のとおり

告示し、同条第２項の規定により、当該都

市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

令和３年11月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画公園第８・２・39号

上祖師谷農業公園

２ 都市計画を定める土地の区域

変更する部分

世田谷区上祖師谷五丁目地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区告示第861号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231

条の２第６項の規定に基づき、次のとおり

指定代理納付者を指定したので、世田谷区

会計事務規則（昭和40年３月世田谷区規則

第９号）第42条の２第２項の規定により告

示する。

令和３年11月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定代理納付者の名称及び所在地

名 称 ＳＢペイメントサービ

ス株式会社

所在地 東京都港区海岸一丁目

７番１号東京ポートシ

ティ竹芝オフィスタワー

14階

２ 指定代理納付者に納付させる歳入

寄附金

３ 代理納付の開始日

令和３年11月29日

◎世田谷区告示第862号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第231

条の２第６項の規定に基づき、次のとおり

指定代理納付者を指定したので、世田谷区

会計事務規則（昭和40年３月世田谷区規則

第９号）第42条の２第２項の規定により告

示する。

令和３年11月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定代理納付者の名称及び所在地

名 称 ＰａｙＰａｙ株式会社

所在地 東京都港区虎ノ門四丁

目１番１号神谷町トラ

ストタワーＷｅＷｏｒ

ｋ内

２ 指定代理納付者に納付させる歳入

寄附金

３ 代理納付の開始日

令和３年11月29日

◎世田谷区告示第863号

寄附金の収納の事務については、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号）第158

条第１項の規定に基づき、次のとおり委託

したので告示する。

令和３年11月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社さとふる

所在地 東京都中央区京橋二丁

目２番１号京橋エドグ

ラン13階

２ 委託期間

令和３年11月29日から令和４年３

月31日まで

◎世田谷区告示第864号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区等々力二丁目88番６地先

無番から88番５地先無番まで

３ 変更の区域

延 長 11.61メートル

幅 員 0.90メートル

面 積 10.56平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月29日

◎世田谷区告示第865号

区管理水路を次のように廃止したので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和３年11月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

34－Ｚ026

２ 位置

世田谷区等々力二丁目88番５地先

無番から88番９地先無番まで

３ 廃止の期日

令和３年11月29日

◎世田谷区告示第866号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように指

定する。

この関係図面は、令和３年11月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

34－Ｇ144

２ 指定する起終点

世田谷区等々力二丁目88番９地先

無番から88番６地先無番まで

３ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第867号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区東玉川一丁目61番16地先

無番

３ 変更の区域

延 長 9.97メートル

幅 員 1.27メートル

面 積 12.57平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月29日

◎世田谷区告示第868号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の一部を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和３年11月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｇ109

２ 一部を廃止する起終点

（旧）世田谷区東玉川一丁目61番28

地先無番から61番25地先無番

まで

（新）世田谷区東玉川一丁目61番28

地先無番から61番53地先無番

まで

令和３年12月20日 （第729号）
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３ 廃止の期日

令和３年11月29日

◎世田谷区告示第869号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように指

定する。

この関係図面は、令和３年11月29日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｇ109－01

２ 指定する起終点

世田谷区東玉川一丁目61番20地先

無番から61番25地先無番まで

３ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第870号

車両制限令（昭和36年政令第265号）第

５条第１項の規定に基づき、自動車の交通

量が極めて少ないと認める特別区道を次の

とおり指定するので、車両の通行の許可の

手続等を定める省令（昭和36年建設省令第

28号）第２条第１項の規定により告示する。

この関係図面は、令和３年11月30日から

２週間世田谷区土木部土木計画調整課にお

いて一般の縦覧に供する。

令和３年11月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 路線名

特別区道

２ 指定区間

世田谷区喜多見四丁目６番先から

世田谷区喜多見四丁目７番先まで

３ 指定年月日

令和３年11月30日

◎世田谷区告示第871号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

59－19

２ 供用開始の区間

世田谷区若林三丁目171番９の内

３ 供用開始の区域

延 長 11.94メートル

幅 員 0.81メートルから

0.84メートルまで

面 積 9.98平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月30日

◎世田谷区告示第872号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年11月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年11月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区経堂三丁目436番１の内

３ 変更の区域

延 長 7.52メートル

幅 員 0.22メートルから

0.64メートルまで

面 積 3.25平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年11月30日

◎世田谷区告示第873号

次の世田谷区立地区会館は、令和３年12

月１日から令和４年３月31日まで、その供

用を中止する。

令和３年11月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名 称

世田谷区立経堂南地区会館

２ 位 置

東京都世田谷区経堂五丁目21番６

号

公 告

◎世田谷区公告第105号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年11月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第106号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

63条第２項において準用する同法第62条第

１項の規定による都市計画事業の事業計画

の変更図書の写しの送付を受けたので、同

法第63条第２項において準用する同法第62

条第２項の規定により、次のとおり公衆の

縦覧に供する。

令和３年11月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業補助線街路

第52号線

２ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第107号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年11月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第108号

公開による意見の聴取の開催につい

て

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

48条第１項ただし書の規定による許可申請

があったので、同条第15項の規定に基づき

次のように公開による意見の聴取（以下

「公聴会」という。）を行います。

利害関係のある方は、この公聴会におい

て意見を述べることができます。なお、意

見のある方で、当日に出席できない方は、

公聴会前日までに都市整備政策部建築調整

課へ意見の要旨を提出してください。

令和３年11月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 公聴会を行う日時

令和３年11月12日（金曜日）午後

２時30分から

２ 公聴会を行う場所

東京都世田谷区桜上水三丁目４番

11号

世田谷区立桜上水南地区会館大会

議室

３ 公聴会を行う理由

別紙の建築許可をするため

別紙省略

◎世田谷区公告第109号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年11月11日

令和３年12月20日 （第729号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

宇奈根二丁目

161番１

161番６

167番１

170番１の一部

170番２

170番８

1005番16

1005番18

東京都狛江市

和泉本町三丁目11番

９号

株式会社あさひホー

ム

代表取締役 藤田

利佐夫

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

南烏山二丁目

497番12

497番35

497番36

497番37

497番38

497番39

497番40

497番41

497番42

497番43

497番44

497番45

497番46

497番47

497番48

東京都千代田区

丸の内二丁目４番１

号

株式会社モリモトホー

ム

代表取締役 森本

浩義



世 田 谷 区 公 報

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第110号

生産緑地法（昭和49年法律第68号。以下

「法」という。）第10条の２第１項の規定に

よる特定生産緑地の指定及び法第10条の６

第１項の規定による特定生産緑地の指定の

解除をしたので、法第10条の２第４項及び

生産緑地法施行規則（昭和49年建設省令第

11号）第７条の規定並びに法第10条の６第

２項において準用する法第10条の２第４項

の規定により、別紙のとおり公告する。

なお、関係図書は、世田谷区都市整備政

策部都市計画課において公衆の縦覧に供す

る。

令和３年11月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区公告第111号

屋外広告物法（昭和24年法律第189号）

第７条第４項の規定に基づき除却した屋外

広告物等を別紙のとおり保管しているので

公告する。

令和３年11月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区公告第112号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年11月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第113号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

19条第１項の規定により、都市計画を決定

したいので、同法第17条第１項の規定によ

り、次のとおり公告し、当該都市計画の案

を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧

期間満了の日までに世田谷区に意見書を提

出することができる。

令和３年11月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画地区計画北烏山二・

三丁目地区地区計画

２ 都市計画を定める土地の区域

世田谷区北烏山一丁目、北烏山二

丁目及び北烏山三丁目各地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課並びに世田谷区世田谷総合支所、

世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉

川総合支所、世田谷区砧総合支所及

び世田谷区烏山総合支所街づくり課

４ 縦覧期間

令和３年11月18日から同年12月２

日まで

５ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第114号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したい

ので、同法第21条第２項において準用する

同法第17条第１項の規定により、次のとお

り公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧

に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧

期間満了の日までに世田谷区に意見書を提

出することができる。

令和３年11月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画地区計画北烏山二丁

目北部地区地区計画

２ 都市計画を定める土地の区域

変更する部分

世田谷区北烏山二丁目及び北烏

山四丁目各地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課並びに世田谷区世田谷総合支所、

世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉

川総合支所、世田谷区砧総合支所及

び世田谷区烏山総合支所街づくり課

４ 縦覧期間

令和３年11月18日から同年12月２

日まで

５ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第115号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したい

ので、同法第21条第２項において準用する

同法第17条第１項の規定により、次のとお

り公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧

に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧

期間満了の日までに世田谷区に意見書を提

出することができる。

令和３年11月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画一団地の住宅施設烏

山北住宅一団地の住宅施設

２ 都市計画を定める土地の区域

変更する部分

世田谷区北烏山一丁目、北烏山

二丁目及び北烏山三丁目各地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課並びに世田谷区世田谷総合支所、

世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉

川総合支所、世田谷区砧総合支所及

び世田谷区烏山総合支所街づくり課

４ 縦覧期間

令和３年11月18日から同年12月２

日まで

５ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第116号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

21条第２項において準用する同法第19条第

１項の規定により、都市計画を変更したい

ので、同法第21条第２項において準用する

同法第17条第１項の規定により、次のとお

り公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧

に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧

期間満了の日までに世田谷区に意見書を提

出することができる。

令和３年11月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画の種類

東京都市計画一団地の住宅施設烏

山松葉通住宅一団地の住宅施設

２ 都市計画を定める土地の区域

変更する部分

世田谷区北烏山三丁目地内

３ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課並びに世田谷区世田谷総合支所、

世田谷区北沢総合支所、世田谷区玉

川総合支所、世田谷区砧総合支所及

び世田谷区烏山総合支所街づくり課

４ 縦覧期間

令和３年11月18日から同年12月２

日まで

５ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第117号

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第14条第１項の規定に

より、地区街づくり計画の案を次のとおり

公告するとともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その案に係る区域内の地区住民等

は、縦覧期間満了の日までに、本地区街づ

くり計画の案に対する意見を区長に対し、

文書により提出することができる。

令和３年11月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

令和３年12月20日 （第729号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

砧二丁目

317番７

317番76

東京都渋谷区

初台一丁目47番１号

小田急不動産株式会

社

代表取締役 金子

一郎

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

船橋三丁目

250番２の一部

250番26の一部

370番３の一部

370番５の一部

370番５先無番

の一部

370番８

東京都中央区

日本橋室町三丁目２

番１号

三井不動産レジデン

シャル株式会社

代表取締役 嘉村

徹
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１ 地区街づくり計画の名称

北烏山二・三丁目地区地区街づく

り計画

２ 地区街づくり計画を策定する土地の

位置及び区域

世田谷区北烏山一丁目、北烏山二

丁目及び北烏山三丁目各地内

３ 地区街づくり計画の案の縦覧場所

世田谷区世田谷総合支所、世田谷

区北沢総合支所、世田谷区玉川総合

支所、世田谷区砧総合支所及び世田

谷区烏山総合支所街づくり課並びに

世田谷区都市整備政策部都市計画課

４ 縦覧期間及び意見書の提出期間

令和３年11月18日から同年12月２

日まで

５ 意見書の提出先

世田谷区烏山総合支所街づくり課

◎世田谷区公告第118号

世田谷区街づくり条例（平成７年３月世

田谷区条例第17号）第16条において準用す

る同条例第14条第１項の規定により、地区

街づくり計画の変更の案を次のとおり公告

するとともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更の案に係る区域内の地区

住民等は、縦覧期間満了の日までに、本地

区街づくり計画の変更の案に対する意見を

区長に対し、文書により提出することがで

きる。

令和３年11月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区街づくり計画の名称

北烏山二丁目北部地区地区街づく

り計画

２ 地区街づくり計画を変更する土地の

位置及び区域

世田谷区北烏山二丁目及び北烏山

四丁目各地内

３ 地区街づくり計画の変更の案の縦覧

場所

世田谷区世田谷総合支所、世田谷

区北沢総合支所、世田谷区玉川総合

支所、世田谷区砧総合支所及び世田

谷区烏山総合支所街づくり課並びに

世田谷区都市整備政策部都市計画課

４ 縦覧期間及び意見書の提出期間

令和３年11月18日から同年12月２

日まで

５ 意見書の提出先

世田谷区烏山総合支所街づくり課

◎世田谷区公告第119号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

沿道地区計画の変更原案を次のとおり公告

するとともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本沿道地区計画の変更

原案に対する意見を区長に対し、文書によ

り提出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

沿道地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画沿道地区計画世田谷

区環七大原・羽根木地区沿道地区計

画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区大原一丁目、大原二丁目、

羽根木一丁目、羽根木二丁目、代田

五丁目及び代田六丁目各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区北沢総合支所街づく

り課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区北沢総合支所街づく

り課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第120号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画明大前駅駅

前広場周辺地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区松原一丁目及び松原二丁

目各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区北沢総合支所街づく

り課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区北沢総合支所街づく

り課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第121号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画明大前駅北

側地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区松原二丁目地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区北沢総合支所街づく

り課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区北沢総合支所街づく

り課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第122号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

防災街区整備地区計画の変更原案を次のと

おり公告するとともに、公衆の縦覧に供す

る。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本防災街区整備地区計

画の変更原案に対する意見を区長に対し、

文書により提出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

防災街区整備地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画防災街区整備地区計

画北沢五丁目・大原一丁目地区防災

街区整備地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区北沢五丁目及び大原一丁

目各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区北沢総合支所街づく

り課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区北沢総合支所街づく

令和３年12月20日 （第729号）
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り課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第123号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画大蔵三丁目

地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区大蔵二丁目、大蔵三丁目、

大蔵四丁目、砧五丁目及び砧七丁目

各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区砧総合支所街づくり

課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区砧総合支所街づくり

課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第124号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画成城八丁目

地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区成城八丁目地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区砧総合支所街づくり

課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区砧総合支所街づくり

課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第125号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域千歳台地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区千歳台二丁目及び千歳台

五丁目各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区砧総合支所街づくり

課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区砧総合支所街づくり

課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第126号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域成城地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区上祖師谷四丁目及び成城

九丁目各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区砧総合支所街づくり

課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区砧総合支所街づくり

課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第127号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域北烏山・給田地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区北烏山九丁目、給田四丁

目及び給田五丁目各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区烏山総合支所街づく

り課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区烏山総合支所街づく

り課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第128号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

令和３年12月20日 （第729号）
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の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域上祖師谷・給田地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区上祖師谷二丁目、上祖師

谷五丁目、上祖師谷六丁目、上祖師

谷七丁目、給田一丁目、給田二丁目

及び給田三丁目各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区烏山総合支所街づく

り課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区烏山総合支所街づく

り課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第129号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画芦花公園駅

南口地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区南烏山二丁目、南烏山三

丁目及び南烏山四丁目各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区烏山総合支所街づく

り課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区烏山総合支所街づく

り課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第130号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

16条第２項の規定により定められた世田谷

区街づくり条例（平成７年３月世田谷区条

例第17号）第18条第１項の規定に基づき、

地区計画の変更原案を次のとおり公告する

とともに、公衆の縦覧に供する。

なお、その変更原案に係る区域内の土地

の所有者及び利害関係人は、縦覧開始の日

から３週間以内に、本地区計画の変更原案

に対する意見を区長に対し、文書により提

出することができる。

令和３年11月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 地区計画等の種類

地区計画

２ 地区計画等の名称

東京都市計画地区計画世田谷西部

地域大蔵・喜多見地区地区計画

３ 地区計画等の位置及び区域

世田谷区大蔵五丁目、喜多見五丁

目及び喜多見六丁目各地内

４ 地区計画等の変更原案の縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区砧総合支所街づくり

課

５ 縦覧期間

令和３年11月19日から同年12月３

日まで

６ 意見書の提出先

世田谷区都市整備政策部都市計画

課及び世田谷区砧総合支所街づくり

課

７ 意見書の提出期間

令和３年11月19日から同年12月10

日まで

◎世田谷区公告第131号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

86条の５第２項の規定により認定を取り消

した建築物について、同条第４項の規定に

より次のとおり公告する。

令和３年11月22日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定取消年月日及び認定取消番号

令和３年10月20日付第Ｒ03認定00

25号

２ 一団地の区域（地名地番）

世田谷区新町１丁目67番１

３ 建築物の名称

（仮称）都営世田谷区新町一丁目団

地

４ 認定を取り消した認定番号及び認定

年月日

認定番号 第Ｓ60認定0005号

認定年月日 昭和61年３月28日

◎世田谷区公告第132号

マンションの建替え等の円滑化に関する

法律（平成14年法律第78号）第11条第１項

の規定により事業計画を公衆の縦覧に供す

るので、マンションの建替え等の円滑化に

関する法律施行令（平成14年政令第367号）

第１条の規定に基づき、次のとおり公告す

る。

令和３年11月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業計画に係るマンションの名称及

びその敷地の区域

給田北住宅

東京都世田谷区給田三丁目944番

１及び944番11

２ 縦覧の開始の日

令和３年11月30日

３ 縦覧の場所

世田谷区都市整備政策部居住支援

課

４ 縦覧の時間

午前８時30分から午後５時まで

規 則（教）

次に掲げる規則を公布する。

令和３年11月26日

世田谷区教育委員会

世田谷区教育委員会規則第11号

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

世田谷区教育委員会規則第12号

幼稚園教育職員の給与に関する条例施行

規則の一部を改正する規則

世田谷区教育委員会規則第13号

幼稚園教育職員の住居手当に関する規則

の一部を改正する規則

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則（平成12年３月世

田谷区教育委員会規則第10号）の一部を次

のように改正する。

第４条中「週休日の指定簿（第１号様式）」

を「世田谷区人事庶務システム（電子計算

組織（世田谷区電子計算組織の運営に関す

る規則（平成16年４月世田谷区規則第47号）

第２条第５号に規定する電子計算組織をい

う。）を利用して職員の勤務の状況等の管

理に関する事務の処理を行うシステムをい

う。以下「システム」という。）」に改め、

同条ただし書中「これ」を「システム」に

改め、「場合は、」の次に「週休日の指定簿

（第１号様式）又は」を加える。

第５条第５項中「週休日の振替命令簿

（第２号様式）」を「システム」に改め、同

項に次のただし書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

週休日の振替命令簿（第２号様式）によ

り行うことができる。

第７条第１項中「超過勤務等命令簿（第

３号様式）」を「システム」に改め、同項

に次のただし書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

超過勤務等命令簿（第３号様式）により、

あらかじめ勤務することを命ずることが

できる。

第10条第２項中「休日の振替処理・代休

日指定簿（第６号様式）」を「システム」

令和３年12月20日 （第729号）

― 13―



世 田 谷 区 公 報

に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

休日の振替処理・代休日指定簿（第６号

様式）により行うことができる。

第11条第２項中「休日の振替処理・代休

日指定簿」を「システム」に改め、同項に

次のただし書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

休日の振替処理・代休日指定簿により行

うことができる。

第30条第３項中「介護休暇承認申請書兼

処理簿（第９号様式）」を「システム」に

改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

介護休暇承認申請書兼処理簿（第９号様

式）により行うことができる。

第30条第５項中「介護休暇承認申請書兼

処理簿」を「システム」に改め、同項に次

のただし書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

介護休暇承認申請書兼処理簿により行う

ことができる。

第30条第15項中「介護休暇承認申請書兼

処理簿」を「システム」に改め、同項に次

のただし書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

介護休暇承認申請書兼処理簿により行う

ことができる。

第30条第17項中「申請事由変更届（第10

号様式）」を「システム」に改め、同項に

次のただし書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

申請事由変更届（第10号様式）により届

け出ることができる。

第30条の２第５項中「介護時間承認申請

書（第11号様式）」を「システム」に改め、

同項に次のただし書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

介護時間承認申請書（第11号様式）によ

り行うことができる。

第30条の２第７項中「申請事由変更届」

を「システム」に改め、同項に次のただし

書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

申請事由変更届により届け出ることがで

きる。

第32条第１項を次のように改める。

第12条及び第16条から第29条の３まで

に規定する休暇の申請は、システムによ

り行うものとする。ただし、システムに

より難い場合は、教育委員会が別に定め

る様式により行うことができる。

附 則

１ この規則は、令和３年12月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。

２ この規則による改正後の幼稚園教育職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例施行規則の規定は、施行日以後に生じ

た事由に係る休暇等について適用し、施

行日前に生じた事由に係る休暇等につい

ては、なお従前の例による。

幼稚園教育職員の給与に関する条例

施行規則の一部を改正する規則

幼稚園教育職員の給与に関する条例施行

規則（平成12年３月世田谷区教育委員会規

則第11号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項を次のように改める。

世田谷区教育委員会（以下「教育委員

会」という。）は、条例第５条ただし書

に規定する申出を受ける場合には、次に

掲げる事項について、世田谷区人事庶務

システム（電子計算組織（世田谷区電子

計算組織の運営に関する規則（平成16年

４月世田谷区規則第47号）第２条第５号

に規定する電子計算組織をいう。）を利

用して職員の勤務の状況等の管理に関す

る事務の処理を行うシステムをいう。以

下「システム」という。）によらなけれ

ばならない。ただし、システムにより難

い場合は、当該事項を記載した書面の提

出によることができる。

口座振替の方法による給与の支払

（以下「給与振込」という。）を希望す

る金額

給与振込を受ける職員名義の預金又

は貯金に係る金融機関等の名称、口座

種別及び口座番号

給与振込の開始希望時期

第２条第２項を削り、同条第３項中「職

員が同項各号の事項の全部又は一部」を

「給与振込を受けている職員が同項各号に

掲げる事項」に改め、同項を同条第２項と

し、同条第４項中「前３項」を「前２項」

に改め、同項を同条第３項とする。

第８条第１項を次のように改める。

条例第12条第１項の規定による届出は、

システムにより行わなければならない。

ただし、システムにより難い場合で、新

たに扶養手当の支給を受けようとすると

きは扶養親族届（第２号様式）により、

扶養手当の支給を受けている職員に同項

各号のいずれかに該当する事実が生じた

ときは扶養親族異動届（第３号様式）に

より、それぞれ行うことができる。

第９条第１項を次のように改める。

条例第19条第１項の規定による教育委

員会の承認は、システムにより行わなけ

ればならない。ただし、システムにより

難い場合は、給与減額免除申請書（第４

号様式）により行うことができる。

第19条第４項中「支給は、」の次に「シ

ステム又は」を加える。

「
第２号様式中 印 を削り、「教頭」

」

を「副園長」に改める。

「
第３号様式中 印 を削り、「教頭」

」

を「副園長」に改める。

に改める。

第５号様式を次のように改める。

様式省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和３年12月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 施行日前に生じた事由に係る届出、承

認又は支給については、この規則による

改正後の第８条第１項、第９条第１項又

は第19条第４項の規定にかかわらず、な

お従前の例による。

幼稚園教育職員の住居手当に関する

規則の一部を改正する規則

幼稚園教育職員の住居手当に関する規則

（平成12年３月世田谷区教育委員会規則第

19号）の一部を次のように改正する。

第３条中「職員は」の次に「、世田谷区

人事庶務システム（電子計算組織（世田谷

区電子計算組織の運営に関する規則（平成

16年４月世田谷区規則第47号）第２条第５

号に規定する電子計算組織をいう。）を利

用して職員の勤務の状況等の管理に関する

事務の処理を行うシステムをいう。以下

「システム」という。）により」を加え、

「添付して、住居届（様式）により」を

「添えて」に改め、同条後段を削り、同条

に次のただし書を加える。

ただし、システムにより難い場合は、

住居届（様式）に当該要件を具備してい

ることを証明する書類を添付して届け出

ることができる。

第３条に次の１項を加える。

２ 前項の規定は、住居手当を受けている

職員のうち、条例第14条第１項の職員た

る要件に係る事実に異動のあったものに

ついて準用する。

「
様式中 印 を削り、「第３条の」を

」

「第３条ただし書の」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和３年12月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 施行日前に新たに幼稚園教育職員の給

与に関する条例（平成12年３月世田谷区

条例第22号）第14条第１項の職員たる要

件を具備するに至った職員又は住居手当

を受けている職員のうち当該要件に係る

事実に異動のあったものが行う届出につ

いては、この規則による改正後の第３条

の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。

告 示（農）

◎世田谷区農業委員会告示第11号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第16回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。

令和３年11月17日

世田谷区農業委員会会長

宍 戸 幸 男

１ 開催日時 令和３年11月24日（水）

午後３時00分

２ 開催場所 区役所第２庁舎第５委員

会室

３ 審議事項

第１号議案 農地法に基づく許

可申請について

第２号議案 農地法に基づく転

令和３年12月20日 （第729号）
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「 「
第４号様式中 印 を削り、

」

「
を

」 」

園長

園長 副園長



世 田 谷 区 公 報

用届出について

第３号議案 その他の事項につ

いて

令和３年12月20日 （第729号）

― 15―


	規則
	告示
	公告
	規則（教）
	告示（農）


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


